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住み慣れたまちで、自分らしく暮らすために
介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）がスタート

　少子高齢化が進み、団塊の世代が75歳以上となる平成37(2025)年にかけて、介護・
医療費などの社会保障費が急増し、また生産年齢人口(15～64歳)の減少に伴い、高齢
者を支える医療職・介護職の人員の確保も難しくなることが予想されています。高齢者
の皆さんが住み慣れた地域で自分らしく生活を続けていくためには、地域全体で支える
こと、そして高齢者自身も自ら介護予防に取り組むことが大切です。
　高齢者の皆さんが多様なサービスを利用しながら、地域とのつながりを維持する仕組
みを作るため、平成26年に介護保険法が改正されました。この改正に伴い、津市では、
平成29年４月から「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」を開始します。

　新しい総合事業には、65歳以上の全ての人が利
用できる「一般介護予防事業」と、要支援１・２の
認定を受けた人や基本チェックリストにより生活
機能の低下がみられた人が利用できる「介護予
防・生活支援サービス事業」があります。
　「介護予防・生活支援サービス事業」は、要支

なぜ新しい総合事業が始まるの？

今までと何が変わるの？

一般介護予防事業

介護予防・生活支援サービス事業（訪問型サービス/通所型サービス）

「元気アップ教室」や「認知機能アップ教室」などの従来の介護予防
事業をさらに充実させ、生きがいづくり・役割づくりの場を広げます

● 介護予防訪問型サービス
● 介護予防通所型サービス

● 地域ささえあい訪問支援
● 地域ささえあい通所支援

● 生活支援訪問サービス
● 生活支援通所サービス

● 短期集中専門訪問サービス
● 短期集中専門通所サービス
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　住民ボランティアによ
る生活支援サービスや、
通いの場の提供

　ホームヘルパー資格者によ
る家事援助、身体介護、レクリ
エーション、食事などの提供

　専門職による運動機
能向上などのための短
期間支援プログラム

　市が主催する一定の研修を受
講したスタッフによる家事援助
※身体介護は含みません

援認定の手続きをしなくても、基本チェックリス
トによる判定で迅速にサービスが利用できるよう
になります。新しい総合事業が開始されると、こ
れまでの全国一律の基準によるサービスに加え、
多様な担い手によるサービスが拡充され、選択肢
が増えることになります。

現在 ４月～

1.9人に！

2025年には、
65歳以上
１人に対して
15～64歳は

1.9人に！

新しい総合事業


